
議案第１９号

電気使用量の管理に関する業務に伴う損害の賠償に係る和

解について

次のとおり電気使用量の管理に関する業務（以下「デマンド管理業務」という。）に伴う

損害の賠償に係る和解について、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第９６条第１項の

規定により、本議会の議決を求める。

平成２０年１１月２５日

鳥取県知事 平 井 伸 治

１ 和解の相手方

広島市 法人

２ 和 解 の 要 旨

和解の相手方は損害賠償金３８０，１６８円を県に支払うものとすること。

３ 和 解 の 概 要

県立学校のデマンド管理業務を受託している和解の相手方が、県立倉吉農業高等学校に

おける当該デマンド管理業務に要する装置を誤って設定したため、電気料金が過大となる

ことが判明した。

このことについて、和解の相手方には、当該装置の設定確認を怠った過失が認められる

ため、県は、和解の相手方に対し過大となる電気料金を負担させることで和解しようとす

るものである。


